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平成２５年労第４２３号 

 

主  文 

本件再審査請求を棄却する。 

 

理  由 

 

第１ 再審査請求の趣旨及び経過 

１ 趣  旨 

再審査請求人（以下「請求人」という。）の再審査請求の趣旨は、労働基準監督

署長（以下「監督署長」という。）が平成○年○月○日付けで請求人に対してした

労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）による療養補償給付を支給し

ない旨の処分を取り消すとの裁決を求めるというにある。 

２ 経  過 

請求人は、昭和○年○月にＡに採用となり、Ｂ内のＣに勤務していた。平成○

年○月にはＤに転勤となり、３か月のＥ業務を担当した後、同年○月○日にはＦ

所在のＧ会社（以下「会社」という。）Ｈに課長代理として赴任した。 

請求人は、Ｈに勤務した当初から、Ｈの長から業務に係る強い指導を受けてお

り、また、Ｈの長から「しゃべり方がおかしい。何か障害があるのではないか。」

と言われたなどとして、平成○年○月○日に会社のメンタルヘルスコールセンタ

ーに相談し、さらに、同日、Ｈの長の発言がパワーハラスメント（以下「パワハ

ラ」という。）に当たるとして、会社のパワハラコールセンターにも相談した。 

請求人は、メンタルヘルスコールセンターに相談した際、専門病院への受診を

勧められ、平成○年○月○日に、気力の低下、頭痛、腰痛、胃痛を主訴として、I

病院に受診したところ「適応障害、うつ状態」と診断された。 

請求人は、精神障害を発病したのは、上司（Ｈの長）からのいじめ、パワハラ

が原因であるとして、監督署長に対し、療養補償給付の請求をしたところ、監督

署長は、請求人に発病した精神障害は業務上の事由によるものとは認められない

として、これを支給しない旨の処分をした。 

請求人は、この処分を不服として、労働者災害補償保険審査官（以下「審査官」

という。）に審査請求をしたが、審査官は、平成○年○月○日付けでこれを棄却し
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たので、請求人は、さらに、この決定を不服として、本件再審査請求に及んだも

のである。 

第２ 再審査請求の理由 

  （略） 

第３ 原処分庁の意見 

（略） 

第４ 争  点 

本件の争点は、請求人に発病した精神障害が業務上の事由によるものと認められ

るか否かにある。 

第５ 審査資料 

（略） 

第６ 事実の認定及び判断 

１ 当審査会の事実の認定 

  （略） 

２ 当審査会の判断 

請求人は、Ｊからのパワハラにより精神障害を発病した旨主張している。 

（１）請求人に発病した疾病について、当審査会は、同人の症状の推移、主治医で

あるＫ医師の所見及び労働局地方労災医員協議会精神部会（以下「精神部会」

という。）の医学的意見に鑑み、決定書理由に説示するとおり、ＩＣＤ－１０診

断ガイドラインの「Ｆ４１．２ 混合性不安抑うつ障害」を平成○年○月頃に

発病したとする精神部会の所見は妥当であると判断する。 

（２）ところで、精神障害の業務起因性の判断に関しては、厚生労働省労働基準局

長が「心理的負荷による精神障害の認定基準について（平成２３年１２月２６

日基発１２２６第１号）」（以下「認定基準」という。その要旨については、決

定書別紙の記載を引用する。）を策定しており、当審査会としてもその取扱いを

妥当なものと考えることから、以下、認定基準に基づき検討する。 

（３）請求人は、Ｊより、Ｈに転勤後、ほぼ毎日のように、主として顧客と接する

窓口業務の応接に関する注意や指導を受けていたとし、その発言をパワハラで

ある旨主張していることから検討すると、以下のとおりである。 

Ｊの指導等の仕方に係る請求人及び会社関係者の申述をみると、要旨、次の

とおりである。 
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ア 請求人は、平成○年○月○日付け聴取書において、「請求人が精神疾患に罹

患したのは、Ｊの業務の指導の範囲を超えるようなひどい発言や、名誉を毀

損するような発言が日常的に繰り返されたことによるものであり、今まで勤

務した中で、このような厳しい、きつい発言をしたのはＪが初めてである。」

旨、また、同年○月○日付け面談聴取書において、「Ｊは、請求人とＬ主任に

は命令口調、Ｍ課長代理には丁寧な感じ、非常勤職員には気を遣っている感

じで話す。」旨述べている。 

イ Ｊは、同年○月○日付け聴取書において、「（請求人に対しては）業務の範

囲内での指導やアドバイスであって、時には強い口調となったこともあるか

もしれないが、人権を侵害するようなことは言っていない。」旨、同年○月○

日付け面談聴取書において、「請求人だけでなく、他の職員に対しても指導の

ときは普通に話しているつもりである。ただ、興奮したり、ここで言ってお

かなければならないと思ったときには、厳しい口調になっているかもしれな

い。」旨述べている。 

ウ Ｍ課長代理は、同年○月○日付け聴取書において、「請求人とＪの関係につ

いては、上司と部下ということで業務に関連して注意、指導をしていたと思

う。注意や指導は、顧客から見えない所や応接に座って請求人を呼んで話を

していた。Ｊは大きな声や声を荒げるということはなかったと思う。２０分

～３０分くらい話しているので注意されていたことは知っているが、声は聞

こえないので内容や口調等は分からない。」、「Ｊの指導の際の話し方は紋切り

調で結論を先に言って説明がないので、それが（仕事の）できない人にとっ

ては辛いと思う。逃げ道を作らないところがある。」旨述べている。 

エ Ｌ主任は、同年○月○日付け聴取書において、「請求人とＪの関係について

は、上司と部下ということでＪが請求人をよく注意や指導をしていた。内容

は分からないが、請求人の表情から怒られているのは分かった。私も呼ばれ

て指導されるが、請求人は多かった。」、「Ｊの注意や指導の仕方は、今は柔ら

かくなっているが、以前は詰問される感じで、言い訳ができず、逃げ道がな

い感じであった。まともに聞いていたら憂うつになる。」、「Ｊは、自分の思っ

たとおりに仕事をしないと気に入らないので、口を出す、注意をするという

感じである。」旨述べている。 

オ Ｎ部長とＯ副部長は、同年○月○日付け面談聴取書において、「Ｊの指導に
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ついては、請求人だけということではなく、他の職員にも指導しているが、

請求人にミスが多いため頻度が高いと思う。指導内容は主として窓口業務に

対するものと思われるが、日々の業務のため、ほぼ毎日Ｊから何か言われて

いると感じるのではないかと思う。」旨述べている。 

（４）上記の各申述及びＪ自身も注意や指導に際して強い口調になったりしたこと

があるかもしれない旨述べていること、さらに、Ｍ課長代理及びＬ主任が上記

各聴取書において、「請求人の前任者の主任が体調不良になり転勤した。課長代

理の人が精神障害を発病して入院して転勤した。」旨述べていることに鑑みると、

Ｊの注意や指導には相当に厳しい側面があったことが認められる。しかし、会

社関係者の各申述を総合すると、その内容は業務の範囲内での注意や指導であ

り、名誉を毀損するような発言等が日常的に繰り返されたとの請求人の主張を

裏付ける客観的な証拠は認められない。 

（５）請求人がＪから厳しい注意や指導を受けたという出来事は、認定基準の別表

１の「業務による心理的負荷評価表」の具体的出来事の「上司とのトラブルが

あった」に該当し、その平均的な心理的負荷の強度は「Ⅱ」である。心理的負

荷の総合評価の視点に基づいて評価すると、Ｊの請求人に対する注意や指導は

上述したように業務指導の範囲内であると認められ、心理的負荷の強度の判断

の具体例に照らすと、「強」と判断される例である「業務をめぐる方針等におい

て、周囲からも客観的に認識されるような大きな対立が上司との間に生じ、そ

の後の業務に大きな支障を来した」には該当せず、「中」と判断される例である

「上司から、業務指導の範囲内である強い指導・叱責を受けた」に該当する程

度であると判断することが相当である。 

（６）以上から、請求人は、認定基準の対象疾病である精神障害を発病していると

認められるが、発病前おおむね６か月間における業務による出来事の心理的負

荷の強度は「強」には至らないことから、請求人に発病した精神障害は業務上

の事由によるものとは認められない。 

３ 以上のとおりであるので、監督署長が請求人に対してした療養補償給付を支給

しない旨の処分は妥当であって、これを取り消すべき理由はない。 

 

よって主文のとおり裁決する。 


